
朝霞市教育委員会規則第５号 

朝霞市学校給食費特例徴収規則 

（趣旨） 

第１条　この規則は、令和７年７月から９月までの学校給食における追加的に

発生する経費（以下「特例給食費」という。）に関する徴収について必要な

事項を定めるものとする。 

（特例給食費の徴収対象者） 

第２条　特例給食費の徴収は、次の者を対象として行う。 

　（1） 　市立の小学校に属する職員及び市立の小学校に係る学校給食の業務に従

事する職員 

　（2） 　市立の中学校に属する職員及び市立の中学校に係る学校給食の業務に従

事する職員 

（経費の負担） 

第３条　特例給食費は、学校給食を受ける職員及び試食会等の参加者の負担と

する。 

（給食実施回数） 

第４条　学校給食は、授業日の昼食時に実施するものとし、令和７年７月の給

食実施回数は１１回、令和７年９月の給食実施回数は１９回とする。 

（特例給食費の額） 

第５条　特例給食費の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める

額とする。 

　（1） 　第２条第１号に掲げる者　５４０円 

　（2） 　第２条第２号に掲げる者　５８０円 

２　前項の規定にかかわらず、試食会等における１回当たりの特例給食費の額

は次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

　（1） 　市立の小学校において学校給食を受けた者　１８円 

　（2） 　市立の中学校において学校給食を受けた者　１９円 

（特例給食費の納入） 

第６条　職員は、前条第１項第１号又は第２号に規定する特例給食費の額を令

和７年１０月３１日までに市に納入しなければならない。ただし、人事異動

等により令和７年７月１日から９月３０日までの期間の途中から学校給食を

受けた場合は、前条第２項第１号又は第２号に掲げる額に学校給食を受けた

回数を乗じて得た額を納入するものとする。 

２　前項に定めるもののほか、試食会等により学校給食を受けた者は、前条第

２項に掲げる額を、令和７年１０月３１日までに市に納入しなければならな



い。 

（特例給食費の還付） 

第７条　職員（第１号（職員が死亡した場合に限る。）に該当する場合は、当

該職員の相続人）は、次の各号のいずれかに該当する場合には、特例給食費

の還付を請求することができる。 

　（1） 　職員が死亡し、又は退職した場合 

　（2） 　病気、事故その他の理由によりあらかじめ連絡のあった者で、給食を受

けない日が引き続き４日を超えた場合 

　（3） 　食物アレルギーを有する等の理由により、給食の一部を食べることがで

きない場合 

２　特例給食費の１回当たりの還付額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該

各号に定める額とする。 

　（1） 　市立の小学校において学校給食を受けた者　１８円 

　（2） 　市立の中学校において学校給食を受けた者　１９円 

３　前項の規定にかかわらず、第１項第３号に規定する給食の一部を食べるこ

とができない場合の還付額は、別に定める額とする。 

（委任） 

第８条　この規則に定めるもののほか、特例給食費に関し必要な事項は、教育

長が別に定める。 

附　則 

この規則は、令和７年７月１日から施行する。


